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検討の進め方

洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ＷＧ 実地
・江東5区広域避難推進協議会
・東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会
・木曽三川下流部広域避難実現プロジェクト 等各回の検討内容（案）

第1回
（H 28. 9）

・本ワーキンググループ全体の検討事項、進め方

第2回
（H 28.12）

・江東５区における検討状況（域内避難）
・域内避難の課題整理と改善策

第3回
（H 29. 2）

・江東５区における検討状況（域外避難）
・域外避難の課題整理と改善策
・避難に関する住民調査

第4回
（H 29. 6）

・住民調査、病院・福祉施設調査
・「洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難に関
する基本的な考え方と定量的な算出方法につ
いて」（実地検証に向けた提案）

第5回
（H 29秋）

・実地で得られた知見や課題を踏まえた検討
・公的な避難先の確保の検討
・国・都府県の関わり方
・応用ケースの検討（過酷災害）

第6回
（H 29 冬）

・実地で得られた知見や課題を踏まえた検討
・さらなる応用ケースの検討（対象地域の拡大）
・とりまとめ案の提示

A) 大規模水害全般に関する基本的な考え方
B) 広域避難計画策定のための定量的な算

出方法

「Ａ）基本的な考え方」と「Ｂ）定量的な
算出方法」について、実現可能性を実地で
検証

大規模・広域避難について、現時点
版の「Ａ）基本的な考え方」と「Ｂ）
定量的な算出方法」をあわせて提示

実地で得られた知見や課題の報
告と改善策の提言

「Ａ）基本的な考え方」と「Ｂ）定量的な
算出方法」を踏まえ、具体的な広域避難
計画の検討

 江東5区広域避難推進協議会におい
ては、平成３０年８月に「江東５区
広域避難計画」及び「江東５区大規
模水害ハザードマップ」を作成予定

内閣府の対応

H
3
0
以
降

・引き続き、実地とのやりとりを続け、適宜再検討を実
施していくこととし、
⇒「Ａ）基本的な考え方」については、本ＷＧの委員に
諮った上で修正することとする（委員への諮り方は
今後検討）

⇒「Ｂ）定量的な算出方法」については、内閣府におい
て適宜修正することとする

・「Ａ）基本的な考え方」や「Ｂ）定量的な算出方法」につ
いて、国、自治体、指定公共機関等向けの大規模・広
域避難に関する各種計画やガイドラインの作成・改定
を検討

各回において、関東・中部・近畿圏の検
討状況について随時紹介

・・・・・

具体的な広域避難計画策定に向けた検討

とりまとめ

実地で得られた知
見や課題の報告と
改善策の提言
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今後の検討事項

【資料１】再掲→

 本資料Ｐ２に、実地で検証する具体的な項目の案
を記載

 本資料Ｐ３に、今後ＷＧで議論を深める事項の案
を記載

【確認事項②】

 実地で検証する項目とＷＧで検討する項目の分
類はこれで良いか

【確認事項③】
 実地で検証する項目として、Ｐ２の項目で良いか

【確認事項④】

 ＷＧにおける今後の検討事項として、避難先、国・
都府県の関わり方、応用ケースの３点で良いか

 検討に必要な視点について、Ｐ３の通りで良いか

【確認事項①】

 今後の実地との検討の進め方について、右図の
通りで良いか



実地での検証が必要と考えられる事項
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域内避難・域外避難の両方に関すること

域内避難に関すること

域外避難に関すること

計画の実効性に関すること

本ＷＧで提示した基本的な考え方と定量的な算出方法を踏まえ、今後、実地での検証や、関係機関において技術開発等が
必要と考えられる事項を以下に記載する。

立退き避難の対象者を「浸水継続時間３日以上」または「全居室水没」または「家屋倒壊等氾濫想定区域」に該当する
住民とすることの実現可能性

入院患者や施設入所者をはじめとした移動困難者の立退き避難及び屋内安全確保それぞれの避難行動の実態把握と
実現可能性

浸水域内に留まった人を可能な限り短時間に救助するための方法や、救助しやすい建物構造への改善

地域全体の最適な避難行動が実現されるよう、災害リスクやとるべき避難行動等について、周知活動や普及活動の効率
的かつ効果的な方法

従来と比べて精度が低い予測に基づく避難判断となることについて社会合意を得るための方法
河川管理者（または海岸管理者）や気象庁による長時間先の予測精度を向上するための技術開発

各交通手段別で交通事故や群集雪崩等の事故を防ぐための具体的な対策（例えば、駅到着時刻の分散、駅前・構内
の誘導、橋梁付近の誘導方法）

混雑を緩和し避難時間を短縮するための対策
• 比較的余裕のある交通手段・経路への分散計画
• 非避難者による道路・鉄道の利用を極力抑制する方策
• 携行荷物の最小化、整然とした歩行
• 移動困難者が自動車避難できるような対策
• 長距離迂回者に対する措置

鉄道運行を延長することの必要性とその方法
親戚宅や通勤先等の自主避難先の確保の積極的な推奨（住民のみならず企業や学校、宿泊施設等に対して協力を求
める）

※必要に応じて内閣府等が支援
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次回以降のＷＧで議論を深める事項

 公的な避難施設は、立退き避難対象者１５１万人～１７２万人に対し、東京都では、江東5区、離島を除く地域において、荒川水系浸
水想定区域外に２５０万人分あり、千葉県や埼玉県の公的な避難先を含めると、量的には十分あることは確認（東京２３区でも、江東5
区を除く地域において、荒川水系浸水想定区域外に１００万人分の公的な避難施設がある）。

 一方、避難先を考えるにあたっては、量的な確保のみならず、避難先までの交通手段、誘導の方法や、行政界を超えることによる行政間の調
整等についても検討を進める必要がある。

 これらについても、今後、本ＷＧにおいて基本的な考え方を示すとともに、関東・中部・近畿の各地において具体的な検討を順次行う。

公的な避難先の確保

国・都府県の関わり方

 国・都府県が平時及び発災前後に、以下の視点からどのような役割を担うべきかを検討する

 避難勧告等の発令
 広域一時滞在の協議
 避難所等の指定
 自治体相互間地域防災計画の作成

 被災者の運送
 内閣総理大臣から国民に対する周知
 避難所費用の負担

応用ケース②
対象地域の広範囲化
・江東５区に加え周辺自治体も対象に

応用ケース①
対象災害の過酷化
・高潮・他河川洪水の同時発生
・複数地点での決壊
・東京での暴風雨

検討条件の難度

基本ケース
対象災害：カスリーン台風を参考

決壊地点は１点のみ
対象地域：江東５区のみ

検討条件が厳しくなると、より高水準の対策が必要

必要となる
対策の水準

徐
々
に
検
討
条
件
を
厳
し
く

基本ケースでの検討方針が、応用
ケースでも通用するか、地域別・時間
帯別で細かく確認

実現可能性を検証し、課題があ
れば、前の段階に立ち返って再
検討

 荒川・江戸川堤防の複数地点の決壊や、江東５区を縦貫して流れる中川や綾瀬川の氾
濫の影響、東京湾高潮の影響、さらには東京都心部における強風雨等を考慮した過酷な
災害事象を考慮し、さらに避難対象とする地域を江東５区に限定せずに首都圏低地帯全
般に拡大して検討を実施する

 並行して、不測の事態に備えた冗長性のある避難計画についても検討を実施する
 さらに、避難の実現困難度を下げるための検討を実施する
 自動車専用道を徒歩避難するとした場合や避難路を増設した場合等の感度分析を実
施し、その効果や対策について検討

 域内避難を行う場合のライフライン対策、排水対策等の中長期的な対策について検討

応用ケース


